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新型コロナウイルス感染症対策 

１月１４日開催 津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

（第６９回）開催結果 

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 



津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第６９回） 

開催結果 

 

１ 報告事項 

 ⑴ 市施設の運営に当たっての基本的な考え方について報告（税務・財産管

理担当） 

   本市では、市施設の運営に当たって、新型コロナウイルス感染症対策と

して、換気の徹底や手指消毒などの基本的な感染予防措置をはじめ、「新

しい生活様式」の実践に取り組むなど、市施設の利用者の方が安心かつ安

全にご利用いただけるよう、最大限の警戒感を持って運営しているところ

ですが、令和３年１月７日に、東京都など首都圏１都３県を対象区域とす

る緊急事態宣言が発出され、更に、昨日１３日には、愛知県、岐阜県、大

阪府及び京都府など２府５県を対象区域とする緊急事態宣言が発出されま

した。 

このような国の対応を踏まえ、本市の公共施設の運営に当たっての３つ

の基本的な考え方について決定し、本日１４日付けで市施設の所管部局に

通知しましたので、報告いたします。 

一つ目は、市施設においては、大阪府などの関西圏や愛知県など近隣の

県からのご利用がある施設があることを踏まえ、所管部局は、利用の実態

や利用圏域など施設の特性を考慮の上、必要に応じて、緊急事態宣言が発

出されている都道府県や飲食店等への営業時間短縮等の要請がなされてい

るエリアにお住いの方については、施設の利用をお控えいただくようお願

いすることとし、施設を利用される方や施設周辺の住民の方が不安を抱か

れることのないよう十分に配慮することとします。 

なお、施設のご利用を控えていただくようお願いする期間については、

緊急事態宣言に係る期間（解除又は延長があった場合は、解除又は延長に

対応する期間）とします。 

二つ目は、所管部局は、これまでのクラスター発生事例を踏まえ、同種

や類似する活動を行う場合は、利用の実態や利用圏域など施設の特性に応

じた感染症対策の徹底はもとより、クラスター発生の回避策を十分に講じ

ることとします。 

また、施設における感染防止対策について、換気の徹底や手指消毒など

基本的な感染予防対策はもとより、「新しい生活様式」の実践例や、業種



や施設の種別に応じたガイドラインなどを踏まえ、引き続き、それぞれの

利用の実態や利用圏域など施設の特性に応じた適切な感染症対策を徹底す

ることとします。 

三つ目は、所管部局は、今後、国の基本的対処方針の改定や三重県の独

自の宣言等を踏まえ、施設の休業要請等がなされることも想定して、施設

の休止や利用制限に対応できるようあらかじめ備えることとします。 

また、国等からの休業要請等がなされた場合においては、一律に休止や

利用制限を行うことはせず、所管部局が利用の実態や利用圏域など施設の

特性を考慮して休止や利用制限を行うか否かの判断を行うこととします。 

なお、国等からの休業要請等がない場合であっても、所管部局において

全国的な感染状況や施設の特性を考慮して、適宜に休止等を判断すること

とします。 

所管部局において休止等を行うことを判断した場合は、速やかに政策財

務部財産管理課に報告するとともに、財産管理課は、当該報告の内容を市

ホームページに掲載するなど市民への周知を図ることとし、休止施設の再

開や利用制限解除の場合も同様とします。 

 

 ⑵ １月８日以降の津市主催イベント開催の判断について報告（危機管理部） 

   令和２年１２月に入り首都圏を中心に過去最多の新型コロナウイルス感

染症新規感染者数が報告され、医療提供体制がひっ迫する状況となったこ

とから、政府は令和３年１月７日に１都３県（埼玉県、千葉県、東京都及

び神奈川県）を対象に緊急事態宣言を発出し、併せて新型コロナウイルス

感染症対策の基本的対処方針が一部変更されました。また、緊急事態宣言

の発出及び基本的対処方針の変更を受けて、三重県は同月８日に「新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止に向けた『三重県指針』ver.８～県民の皆様

へ 命と健康を守るために～」を発出するとともに、当該指針に基づいた

１月８日以降の県主催のイベントの開催基準が発出されたことから、これ

らを踏まえて本市の取り扱いについても、イベントを開催する場合の感染

防止対策として、次のとおり一部を整理し、同日付けで関係部局に通知し

ました。 

○ イベント開催前の対策 

 ・ 緊急事態宣言が発出されている都道府県及び飲食店等への営業時

間短縮等の要請がなされているエリアにお住まいの方は、参加を避



けていただくようご協力をお願いします。 

 ・ その他の地域（他県）にお住まいの方は、当該都道府県の移動に

関する方針等に留意のうえ、参加について今一度検討いただき、控

えていただくようお願いします。 

 

 ⑶ 海上アクセス運航事業者の高速船の運航休止について報告（都市計画部） 

   海上アクセス運航事業者である津エアポートライン株式会社は、津なぎ

さまちと中部国際空港を結ぶ高速船の新型コロナウイルス感染予防対策を

徹底し、１日５往復１０便のダイヤ編成で運航を行っています。 

このような中、令和３年１月１３日（水）に、愛知県等に対する新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法に基づく新型コロナウイルス感染症に係る

緊急事態宣言が発出され、また、同月１４日（木）には三重県知事から緊

急警戒宣言が出され、県境を越える移動を避ける要請がされたことを踏ま

え、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、令和３年１月１８日

（月）から当面の間運航を休止することとします。 

 

 ⑷ 津市立久居東中学校における新型コロナウイルス感染症患者の発生につ

いて報告（教育委員会） 

   当該中学校の生徒が、新型コロナウイルス感染症患者（三重県発表：県

内延べ１６１４例目）の濃厚接触者となったことから、令和３年１月１３

日（水）に新型コロナウイルスに係る検査を受け、結果が陽性であること

が判明しました。 

   当該生徒は、同月８日（金）に始業式のため登校しましたが、それ以降

は登校しておらず、三重県津保健所により当該中学校内での濃厚接触者は

確認されていません。ただし、一部の生徒については、念のため接触者と

して検査を受ける予定です。 

   当該中学校は、既に学校内の消毒を終えていることから、同月１４日

（木）からも通常通りの授業等を行うこととします。 

今後は、家庭との連携のもと、手洗い、マスクの着用、換気、検温等の

新型コロナウイルス感染拡大防止対策をより一層徹底していきます。 

   なお、同月１３日（水）には、当該中学校の保護者に向けて、生徒が新

型コロナウイルス感染症に係る検査を受けた結果、陽性であることが判明

したことや、臨時休業等の措置をとらず、通常通りの授業等を行うことに



ついてお知らせするとともに、誹謗中傷や情報の不用意な拡散等がないよ

う、当該中学校から、別紙のとおり緊急メール配信にてご理解とご協力を

お願いしました。 

このことについては、本日、市において市議会への報告を行うとともに

市政記者クラブへの資料提供及び市ホームページでの公表を行いました。 

 

 ⑸ 各種相談窓口等の相談・申請件数の状況について報告（危機管理部） 

   別紙のとおり 



 
以下会議資料 

津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第６９回） 

 

令和３年１月１４日（木）  

午後５時００分～      

本庁舎４階 庁議室     

 

１ 国・県の動き 

 ⑴ 令和３年１月８日から１月１４日までの三重県津保健所管内及び三重

県内における感染症患者の発生について報告（健康医療担当） 

 ⑵ 国・三重県の状況について報告（危機管理部） 

 

２ 報告事項 

 ⑴ 市施設の運営に当たっての基本的な考え方について報告（税務・財産

管理担当） 

 ⑵ １月８日以降の津市主催イベント開催の判断について報告（危機管理

部） 

 ⑶ 海上アクセス運航事業者の高速船の運航休止について報告（都市計画

部） 

 ⑷ 津市立久居東中学校における新型コロナウイルス感染症患者の発生に

ついて報告（教育委員会） 

 ⑸ 各種相談窓口等の相談・申請件数の状況について報告（危機管理部） 

 

３ その他 

 ⑴ 市内事業者からの発表について報告（危機管理部） 
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